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町田市手数料条例等の一部を改正する条例 

 （町田市手数料条例の一部改正） 

第１条 町田市手数料条例（平成１２年１月町田市条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 金額 

略 略 

１５の３ 行政手続

における特定の個

人を識別するため

の番号の利用等に

関する法律（平成

２５年法律第２７

号）第２条第７項

に規定する個人番

号カードの再交付

手数料 

１枚につき ８０

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 略 
 

名称 金額 

略 略 

１５の３ 行政手続

における特定の個

人を識別するため

の番号の利用等に

関する法律（平成

２５年法律第２７

号）第２条第７項

に規定する個人番

号カードの再交付

手数料 

１枚につき ８０

０円 

１５の４ 行政手続

における特定の個

人を識別するため

の番号の利用等に

関する法律第７条

第１項に規定する

通知カードの再交

付手数料 

１枚につき ５０

０円 

略 略 
 

備考 略 備考 略  

 （町田市手数料条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 町田市手数料条例の一部を改正する条例（平成２９年１２月町田市条例第２

７号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 



改正後 改正前 

附 則    附 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ 略 １ 略 

（特例措置） （特例措置） 

２ 平成３０年４月１日から令和５年３月３１

日までの間において、この条例による改正後

の別表４の項、５の項及び１５の項中「２０

０円」とあるのは「１５０円」と、同表１７

の４の項中「３００円」とあるのは「２５０

円」とする。 

２ 平成３０年４月１日から平成３３年３月３

１日までの間において、この条例による改正

後の別表４の項、５の項及び１５の項中「２

００円」とあるのは「１５０円」と、同表１７

の４の項中「３００円」とあるのは「２５０

円」とする。  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


